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2．監査の種類

定期監査

3．監査の対象

4．監査の範囲

5．監査の方法及び着眼点

6．監査の実施場所及び期間

(1) 実施場所

(2) 実施期間

地域振興課

　　　　　　五 泉 市 監 査 委 員　　　

令和6年度の財務に関する事務、事業の執行等

　財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところにより適正かつ効率的に行わ
れているかどうか、及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われてい
るかどうかを主眼として監査を実施した。
　あらかじめ監査資料の提出を求め、関係帳簿及び関係書類の調査や関係職員から
の説明聴取を行うとともに、現地に出向いて調査した。

　監査委員事務局及び監査対象の執務室等

　令和6年11月29日～令和6年12月23日

　五監公告第23号

令和6年12月26日

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、その
結果を同条第9項の規定により公表します。

1. 基準に準拠している旨

　監査委員は、五泉市監査基準（令和2年3月25日監査委員訓令第1号）に準拠して
監査を実施した。



7．監査の結果

(1) 指摘事項

①

②

(2) 所見

　指摘事項等については、以下のとおりである。

　地域振興課で備品管理している公印「新潟県五泉市長印村松支所専用」につい
て、「市長印」として管理しているため、公印台帳の登録と使用に整合性がとれ
ていない状況となっている。
　専用の承認を得た上で「専用公印」として扱い、五泉市公印規程に基づく適正
な管理に努められたい。

　日当支給区域に出張しているが、旅費支給の手続きが行われていない。
　予算確保の上、出張命令簿の管理及び確認を複数人で行うなど、再発防止に努
められたい。

　また、監査の際に見受けられた軽微な事項については、担当者に対し指導を行い
改善又は検討を要望した。

　地方自治法第199条第14項の規定により当該監査の結果に基づき、又は当該監査の
結果を参考として措置を講じたときは、その旨を通知されたい。

　1から6までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務
処理は法令等に適合し、おおむね良好に執行されているが、一部において不備及び
改善の検討を要する事項が見受けられたので、適正な執行に努められたい。

　村松地区の住居表示整備について、該当する町内会での合意形成を進めている
ところである。
　住居表示の必要性について理解を得ることが出来るよう引き続き丁寧な説明を
行い、望ましい形で住居表示整備が実現するよう尽力されたい。


